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蒲郡市文学記念館の設置及び管理に関する条例及び蒲郡市公の施設の指定管

理者の指定の手続等に関する条例の一部改正について 

 

蒲郡市文学記念館の設置及び管理に関する条例及び蒲郡市公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例を、次のように制定するものと

する。 
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蒲郡市文学記念館の設置及び管理に関する条例及び蒲郡市公の施設の指定管

理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例 

 

別紙のとおり 

 

提案理由 

海辺の文学記念館に指定管理者制度を導入するため提案する。 

 



蒲郡市文学記念館の設置及び管理に関する条例及び蒲郡市公の施設の指定管

理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 （蒲郡市文学記念館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 蒲郡市文学記念館の設置及び管理に関する条例（平成９年蒲郡市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 観光振興に資する事業 

 （蒲郡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

第２条 蒲郡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年蒲

郡市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１蒲郡市生きがいセンターの項の次に次のように加える。 

海辺の文学記念館 

別表第２蒲郡市生きがいセンターの項の次に次のように加える。 

海辺の文学記念館 １ 蒲郡市文学記念館の設置及び管理に関する条例（平

成９年蒲郡市条例第１号）第４条に規定する事業を行

うこと。 

２ 利用を制限すること。 

３ 施設等の維持管理を行うこと。 

４ その他上記の業務を行うに当たり必要な行為をす

ること。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


